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「アジア諸国における外国人労働者受入政策の現状と課題」 
 

山本 栄二 経済社会総合研究所前上席主任研究官 
藤川 久昭 経済社会総合研究所前客員主任研究官 
堀 正樹  経済社会総合研究所政策調査員 
 

はじめに 
 

これまでアジア諸国は、外国人送り出し国としてのみ認識されていた。しか

し、アジア諸国間での労働力移動が進展する中で、受け入れの色彩を強めてい

る国、地域も出現している。具体的には、韓国、台湾、シンガポール、タイ、

インドネシア、中国等である（順不同）。これらの国は、特に、短期での受け入

れを中心に、外国人労働者を受け入れている。 
 本研究では、このような状況に鑑み、これまで十分に研究・解明されてこな

かった点について焦点をあてることにより、日本における外国人労働者政策へ

の示唆を求めるものである。 
 本稿は、調査対象を韓国、台湾、シンガポールに絞り、２００７年度に各国

へ出張して関係機関にヒアリングを行った内容をまとめたものである。 
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第１章：韓国における外国人受入れ政策の実態 
 
１．外国人受入れ制度の変遷 
    
１９８８年に開催されたソウルオリンピックの前後より、韓国人が敬遠する

３Ｄ業種(Difficult、Dirty、Dangerous)で労働力不足が深刻になり、外国人の
流入が始まった。外国人の流入に伴い不法就労が多くなり、１９９１年より外

国人を受け入れるための制度ができあがった。   
    
・１９９１年 １１月 海外投資企業向け産業技術研修生制度 
・１９９３年 １１月 産業研修生制度（対象を中小企業へ拡大） 
・２０００年  ４月 研修就業制度 
・２００２年 １１月 就業管理制度（後に雇用許可制度下に統合） 

    
ところが、「ブローカーの不正行為、不法滞在、人権侵害」が問題となり、２

００４年８月の雇用許可制度導入へつながった。   
    
特に、不法滞在者は表１の通り高位で推移しており、２００２年に約８０％

に達している。   
２００３年、法改正により一定の不法滞在者に就業を認め（合法化）、不法滞

在者が大幅に減少したものの、それ以降再び増加している。不法滞在の最大の

理由は、就労期間を過ぎても帰国しないオーバーステイ。   
[表１：不法滞在者数の推移] （単位：人）

420,702 188,483 44.8%

345,911 180,792 52.3%

362,597 289,239 79.8%

388,816 138,056 35.5%

285,506 188,995 66.2%
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2001

2002

2003

2004

1997

1998

1999

2000

1993

1994

1995

1996

未登録
労働者が
占める割合

未登録
労働者数

外国人
労働者数

年度

1989

1990

1991

1992

1988

1987 6,409

7,410 5,007

4,217 65.8%
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尚、雇用許可制度導入の際は、台湾やシンガポールを参考にした。台湾・シ

ンガポール共に民間が主体となっているが、台湾は人権侵害問題が深刻で、労

働者から苦情が来ても脅迫したり、月収の１００倍の仲介料を要求するブロー

カーも多く、政府が主体になるべきという結論になった。ちなみに、韓国の産

業研修生制度も民間主体であった。 
 
 
２．外国人労働者受入制度 
外国人労働者受入れ制度は、以下の通り４種類が存在する。   

   
(A) 専門技術者（Ｅ－１～７） 
(B)低熟練労働者（雇用許可制度、Ｅ－９・Ｈ－２） 
(C)内航船員（Ｅ－１０） 
(D)その他（ワーキングホリデー・学生など） 

   
（１）専門技術者の受入れ制度   
専門技術者の在留資格は７つあり、受け入れ状況は表２の通り。約半数が

各教育機関で外国語教育を行う「会話指導」である。  

[表２：専門技術者受入れにかかる在留資格と受入れ状況] （単位：人）

合計

2002年12月

23,277

20,306

20,089

21,506

195 352 3,185

3,432

2005年12月

3,2432003年12月 929 10,826 1,359

2004年12月 939 11,072

399 4,701

3,2681,084 12,296 1,738 193

185

799 11,132 1,177 196

1,569

(滞在期間) （２年） （１年） （２年）

Ｅ－３ Ｅ－４

（６ヶ月） （２年）（２年）

研究 技術指導 専門職業 芸術興行

Ｅ－５ Ｅ－６在留資格

活動内容

Ｅ－１ Ｅ－２

教授 会話指導

（２年）

286

Ｅ－７

特定職業

3,102

288 2,821

4,412

 

専門技術者の受入れ促進策として、表３の制度が導入され査証発給時間が

大幅に短縮されているが、年間３００～４００件の発給であり、あまり活用

されていない。 

 
 
これは、受入れ需要が少ない事が要因。労働部では、専門技術者の受入れ

が重要課題と認識していた。
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（２）低熟練労働者の受入れ制度      
前述の通り、現在は雇用許可制度により受け入れを行っている。雇用許可

制度の概要は以下の通り。     
      
[制度の種類]     
 ◆一般雇用許可制度・・・外国人向け   
 ◆特例雇用許可制度・・・在外同胞（※）向け   
      

※在外同胞 
韓国籍を保有していた者又はその直系卑属であって外国国籍  

 
[法規制の対象]   
使用者（雇い主）に移住労働者を雇用する権利を付与しており、法規制

の対象は使用者となっている。  
    
◆雇用許可制：雇い主に移住労働者を雇用する権利を付与 
◆労働許可制：移住労働者に労働する権利を付与 

    
[受入れ人数]   
内国人に影響を与えないよう雇用許可制度における受入れは、年間の上

限人数を設定している。   
[表４：２００７年  雇用許可制度にける外国人受入れ上限人数] （単位：人）

※ 国務調整室発表

[表５：２００７年 雇用許可制度にける業種別外国人推定受入れ人数] （単位：人）

[表６：２００７年 外国人推定受入れ人数] （単位：千人）

※ 2007年末の外国人は前年より52千人増加で477千人となり、経済活動人口の

約1.96％と予想。
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沿岸
漁業

漁業

42,100 4,400 100

241.6

49,600

小計
合計

小計

一般 100

特例雇用許可制度
合計

109,600

合計

 
 

 



 5

[対象業種]  
「製造業、建設業、サービス業、農畜産業、漁業」の５産業。但し、従

業員３００未満の会社が対象。 
韓国経営者総協会は、雇用許可制度の大企業への導入を政府に提言して

いるが、内国人優先という理由で拒否されている。 
 
[対象国]    
一般雇用許可制度による送出国は、覚書（MOU）（※）を締結している

国のみ。現在は、フィリピン、タイ、ベトナム、スリランカ、モンゴル、

インドネシア、ウズベキスタン、パキスタン、カンボジア、中国の１０ヶ

国が対象。  
２００８年初めより、バングラデッシュ、ネパール、ミャンマー、キル

ギス、東ティモールの５ヶ国が追加予定。 
    
※覚書は２年ごとに見直され、受入れに関する問題等が発生した場合に

は解除される場合がある。(解除された例はなし) 
    
[滞在期間]    
 最長３年間   
 
[一般雇用許可制度のフロー]     
 (A)労働者による求職者登録   
  雇用許可制度における就労を希望する外国人は、送出国において求

職者登録を行う必要がある。登録後、韓国語の実力テスト（合格率は

約６０％）を受験し、合格発表から１０日以内に健康診断を受ける。

   
 (B)求職者名簿の送付（送出国→韓国）   

送出国は、雇用許可制度におけるオンラインシステムを通じて韓国

政府に求職者名簿を送付する。   
     
 (C)使用者による雇用許可証の申請・発給   

使用者は雇用支援センター（日本のハローワークのような機関）に

外国人の雇用許可を申請する。但し、国内労働者の雇用保護を目的と

して、「労働市場テスト（※）」を実施し、外国人募集前に韓国人求人

努力を行わなければならない。   
     
  ※労働市場テスト 
   使用者は、求人情報を雇用支援センターが管理するインターネッ

ト方式の就職あっせんシステム「ワークネット」に７日間掲載するか、
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フリーペーパー等に３日間掲載し、国内労働者を募集しなければなら

ない。求人の結果、国内労働者を確保できなかった場合のみ、外国人

の雇用許可を申請でき、雇用支援センターが「ワークネット」上にあ

る外国人求職者名簿の中から条件に合致する者を複数選定し推薦。 
しかし、労働市場テストは、実質機能していない。初めから外国人

をあてにしている求人が多く（全体の約 90％）募集条件が悪い（賃金
が安い等）ためであり、条件が悪いと韓国人は応募しない。   
一方、外国人は少しでも稼ぎたいため、条件が悪くてもまじめに働

き、延長勤務も喜ぶ。   
       
 (D)労働契約の締結   
  雇用許可証の発給を受けた使用者は、３ヶ月以内に外国人労働者本

人と労働契約を締結する必要がある。   
労働契約は単年度とし、賃金、労働時間、休日、勤務場所等の労働

条件を明記する必要がある。尚、労働契約は３年まで更新可能。 
     

 (E)査証の発給および入国   
  「Ｅ－９（非専門就業）」の査証が発給され、韓国へ入国。   
     
[特例雇用許可制度のフロー]     
入国後の就職活動が可能であることなど、一般雇用許可制度と比較して

手続きが簡素化されている。    
     
[再雇用制度]     
滞在期限が切れた外国人は、本来、帰国６ヶ月後に再度雇用許可制度で

入国する必要があるが、不法滞在抑制のため再雇用制度があり、１ヶ月後

に受入が可能。使用者は熟練者を使いたいため、使用者へのアンケートで

は、約８５％が再雇用制度を希望。外国人へのアンケートでは、滞在希望

期間が約５９ヶ月であり滞在限度の３年（３６ヶ月）を超えている。 
再雇用制度には適用回数の制限がなく、短期労働という前提が崩れる恐

れがある事を法務部が懸念していた。    
 
[訪問就業制度]      
海外在住の韓国系外国人が約６００万人（労働移動１０万人）と多く、

２００７年から訪問就業制が実施されている。    
訪問就業制とは、２００７年 3 月より国内に親せき・姻族がいない韓国
系外国人についても入国を許可し、3 年間の滞在や就職を可能にした制度。
法務部は韓国系外国人が韓国内に押し寄せることを懸念し、親せきのいな

い人については今年の入国を 3万人に限り許可することを決めた。 
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訪問就業制では、アメリカ・日本からは戻って来ず、中国が多い。韓国

は教育問題、不動産問題（価格の上昇）、兵役問題があり、韓国に戻ろうと

しない。また、アメリカで子供を産むと市民権を得るために戻らないケー

スも多い。  
 
（３）２００８年の法改正 
２００８年１月より、５年以上働き、認められた人を対象に定住資格を与

える法改正。(少子化対策) 
 
 
３．外国人労働者の就業教育  
雇用許可制度では、外国人に対し就業教育を行う。就業教育は、入国前に行

う教育と入国後に行う教育がある。 
 

[教育内容と教育時間]  
入国前と入国後の教育内容は同じだが教育時間が異なる。 

 
 
当初は入国前に１５０時間の教育だったのが、韓国語の試験を入れた事に

より８５時間に減少され、韓国に来る時の質が落ちた。教育時間短縮には批

判が強い。 
尚、入国前の教育は、講師の給料が安いため質が低い。また、教育を担当

している機関は、韓国入国後の２０時間も短過ぎるという意見であった。教

育時間を増やしたいが、法律で定められているので増やす事ができない。 
母国での教育と韓国での教育を統一させるため、講師の交換をしている。

しかし、韓国から他国へ行くと給料が下がるため講師は嫌がっており、民間

のスポンサーをつけるようにしている。 
２０時間の教育の後、フォロー教育はないが、一部の団体では教育を受け

られるようになっている。



 8

[教育費用と負担]  
入国前と入国後の教育費用と負担は表８の通り。 

[表８：就業教育費用と負担]

費用 負担
労働者入国前

入国後
699～950米ドル(約7,7～10.5万円)
約16.8万ウォン(約2万円) 事業者  

入国前の教育の費用は、労働者が負担している。これは、「韓国に行けば稼

げるのだから負担しなさい」という考え。 
尚、送出国負担を考えたが、送出国には余裕がない。 
ちなみに、雇用許可制度の導入により、入国前に負担する費用は約１／３

になった。 
 

[使用者に対する教育]  
使用者に対する教育は法律で義務化されていない。２時間の教育を実施し

ているが、参加者は少なく、対策としてガイドブックを配布している。 
 
 
４．外国人労働者の社会保障制度 
（１）国民年金制度     

(A)加入：当然適用。ただし、相互主義によって適用除外。 
 

事業所に使われている外国人と国内に居住する外国人として大統領令

に定める者以外の外国人は当然事業所加入者または地域加入者となる。 
ただし、この法にともなう国民年金に相応する年金に関して、その外

国人の本国法が大韓民国国民に適用されなければそうでない。 
     

(B)返還一時金：原則的に不支給。ただ、相互主義によって支給。  
      
 [例外]  

i) 外国人の本国法が大韓民国国民に返還一時金に相応する給与を支給
するように規定している場合返還一時金支給 

ii) 低賃金人材雇用政策の一環で産業研修、雇用許可などで仕事をする
外国人勤労者に対し制限的に返還一時金支給（２００７年５月 法改
正） 

iii) 社会保障協定(給与支給規定が含まれた協定に限る)を締結した国
家とはその協定内容に従う 

      
 [社会保障協定推進実績]  
  施行中１３ヶ国、発効予定３ヶ国、実務交渉中８ヶ国。 
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韓国の年金は、地域年金・企業年金が一元化されている。外国人は給料天

引きのため基本的に滞納はないが、零細業者は業者ぐるみで支払わない事が

ある。 
 
（２）健康保険制度      

(A)加入条件 
[職場加入者]   
出入国管理事務所に外国人登録(国内居所申告)をした者として健康保
険適用事業所に雇用された者および使用者('06.1.1から当然適用)  
→本国の健康保険を適用受ける者は'07.7.1 から職場加入者適用除外可能

 (E-8,E-9は除外) 
      

[地域加入者]   
出入国管理事務所に外国人登録(国内居所申告)をした者として本人の
申請によって加入が可能。下の滞留資格付与者に限る。  
→滞留資格:F-1～5,D-1～9,E-1～5,E-7～9  

 *ただ, E-6と F-3は除外 
      

(B)保険料賦課及び納付    
[職場加入者]    
保険料は給料で源泉徴収しながら、職場就職時点で遡及適用。 
◆月保険料=保守月額×保険料率  

 
[地域加入者]    
保険料は外国人登録日から遡及適用されながら、3ヶ月単位で保険料を

あらかじめ納付。   
 ◆所得が分かる場合：月の所得×職場保険料率  
 ◆所得が分からない場合：前年度地域平均保険料  

※滞留資格が訪問同居(F1),居住(F2),永住(F5)の場合内国人と同じ基
準として毎月保険料賦課および納付 

 
(C)保険金給付 

韓国人と同等に給付。 
 
（３）雇用保険    
雇用保険は任意加入。  
雇用保険に加入し６ヶ月以上保険料を納入した外国人労働者は、最大３ヶ

月分の失業給付を受け取る事が可能。  
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（４）労働災害補償保険    
未登録労働者（不法滞在者）を含め、全ての外国人労働者に適用。  

    
（５）外国人対象基礎生活保障    

(A)受給者選定基準 
扶養義務者がなかったり扶養義務者があっても扶養能力がなかったり

または扶養を受けることができない者として、所得認定額が最低生計費

以下である者。受給者に選ばれるためには所得認定額基準、扶養義務者

基準を同時に満たす必要あり。   
      

(B)受給権者に該当する外国人の範囲   
  出入国管理法第 31条により外国人登録をした者として、次に該当する

場合。   
◆大韓民国国民と婚姻中である者として大韓民国国籍の未成年子女

(継父者関係および養親子関係を含む)を養育している者 
◆大韓民国国民の配偶者と離婚したりその配偶者が死亡した者とし

て大韓民国国籍の未成年子女を養育している者 
 
５．雇用許可制度の評価 
雇用許可制度が導入されて３周年のシンポジウムが開催され、以下の評価が

なされた。 
 
[過去 3年間の雇用許可制実施の評価] 
（１）派遣過程の不正を防ぐ側面の評価 
雇用許可制導入により不正除去と透明性確保において著しい進展があった

と言える。外国人労働者が韓国で雇用されるための派遣コストが雇用許可制

度導入後激減した。（2001年の調査→産業研修生 3,509ドル、不法労働者 4,872
ドル；2007年の調査→1,097ドル） 
但し、別の調査によると、外国人労働者の 10.3％は採用・入国の過程が公
正でないと回答。また、雇用者に対する別の調査によると、回答者の 11.7％
が少なくとも一人の外国人労働者が非公式な追加費用(最高5,842ドル)をブロ
ーカーに支払ったと回答。派遣の過程で緊密なモニタリングと措置の改善が

今後求められることを示唆している。 
 
（２）内外労働者の公平性の側面の評価 
 外国人労働者の平均賃金は内国人の 86.7％、外国人の労働生産性は内国人
の 86.7％であり、実質的に賃金の差がない。 
但し、雇用許可制度下の外国人への設問調査の結果、回答者の 9％が賃金受
け取りの遅延を経験したと回答。他方、産業訓練制度の下での 2001年の調査
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によれば、36.8％の回答者が賃金受け取り遅延を経験、他、多数の人権侵害
の例が報告された。労働部では、外国人の人権保護ができるようになったと

評価していた。 
 
（３）不法外国人労働者削減の側面からの評価 
  不法労働者の数は雇用許可制度導入の前後で大きな変化なし（2004年 8月

180,000人→2006年 186,894人＝外国人総数の 44％）。 
  但し、内訳を見ると、不法労働者が減少していない理由は雇用許可制度で

はなく、かつての外国人労働政策から出た不法労働者の蓄積によるものであ

る。2006 年 12 月現在の要因別不法労働者の統計によると、産業研修ビザに
よる不法労働者は不法労働者全体の 21.2％、雇用許可制度導入後の逃亡 1.9％、
短期滞在にかかる不法労働 41.7％。しかし、不法滞在・雇用を防ぐ政府の努
力は十分ではない。特に、雇用許可制度が導入されて 3 年経った後に、その
成功の是非を正当に評価することが出来る。 
なお、使用者に外国人を帰国させる義務がある。処罰はないが、次に募集

する際に、募集人数から不法滞在者数を引かれるという不利益があるため、

何とか帰国させようと努力している。  
 
（４）国内雇用侵食の側面からの評価 
  雇用者は、外国人の雇用が国内の雇用を阻害するのではなく補完している

と考えている。（雇用者の 11％だけが国内の雇用を阻害していると回答） 
他方、雇用者は、外国人の雇用は国内労働者の賃金と労働環境に否定的な

影響を与えていると考えている。（雇用者の 24.7％が否定的な影響を与えてい
ると回答。）特に建設業では 40％が国内労働者の賃金と労働条件を悪化させて
いると回答。 
 
（５）外国人労働者の定住を防止する側面の評価 
  雇用許可制度が導入されて最初の 3 年間の労働契約が期限切れとなってい
ない現段階でこの点を評価するのは適切ではない。 
  ちなみに、調査によると雇用者の 85％が外国人労働者を再雇用したいとし
ていること、また、外国人は平均59ヶ月の韓国滞在を希望していることから、
最初の3年間の契約が切れる2007年後半には現在働いている外国人の再雇用
申請が殺到する可能性が高いと思われる。 

 
（６）産業構造の改革を阻害する側面の評価 
  現行の雇用許可制度は、未熟練外国人労働者の雇用が斜陽産業の構造改革

の阻害要因となることを防ぐための制度的な装置を有していない。 
 
（７）雇用者及び外国人労働者の満足の側面の評価 
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(A)雇用者への調査の結果、比較的高い満足度（5 段階で 3.3～3.2）は、賃金
未払いの防止、人権保護、逃亡や不法滞在の可能性減少など、低い満足度

は、行政手続きやペーパーワークの問題、許可を得るまで時間がかかるこ

となど（申請から労働者の入国まで平均 71.5 日かかる）。労働者の質につ
いては特に韓国語能力に対する満足度が低い。 

 
(B)外国人労働者への調査の結果、59.43％の回答者が韓国の生活は考えていた
より良いと回答。雇用許可制度の下で外国人の満足度は大きく改善し、5 段
階評価で賃金 2001 年 2.53→2007 年 3.6、勤務時間 2.38→3.48、仕事の質
2.59→3.6（おおむね 1ポイント上昇） 

 
[雇用許可制度の今後の展開] 
（１）今後の展開に関する雇用者及び労働者の意見 

(A)雇用者の意見：多くは外国人労働者導入の受入の合理化・簡素化と迅速
化を求めている。また、全体及び産業毎の外国人労働者

枠の拡大を求める声が多い。 
 
(B)外国人労働者：滞在期間の延長を求める声が多い。 

 
（２）政策立案、受け入れ、滞在及び帰国の各段階における外国人労働政策の

今後の展開 
(A)  政策調整と執行の効率性 

   効率的な調整システムを構築することが重要かつ急務である。現在、政

府政策調整室の下に置かれている外国人労働委員会が各省庁からの意見を

調整する役割を果たしているが、その機能はより効率的にする必要がある。

かかる観点から、外国人労働政策を合理化すべしとのＯＥＣＤのアドバイ

スを再考するのは有意義である。また、韓国の専門的・技術的外国人労働

政策はあまりに分化しすぎているので、同労働政策を雇用許可制度と全体

的に調整するための制度的装置を整備することが不可欠である。 
 

(B)  外国人労働者入国前の段階 
（イ）派遣国選定の合理化 

ＭＯＵの締結相手国数は現在 15カ国であるが、これは他国の例と比
較しても多く、十分な管理が出来ない。よって、相手国数を 5，6程度
に絞ることが適当である。 

 
（ロ）雇用許可の産業のタイプとそれらへの外国人労働者枠を柔軟適用 

外国人労働者への需要をコントロールし、労働者の適切な枠を決め

るためには幾つかの政策手段があるが、韓国では、以下３点が導入さ
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れていない。 
・企業による外国人労働者雇用の期限を限定し産業構造改善の計画

の提出を求めること（台湾は一定の規模以上の企業に導入） 
・外国人の合理的かつ体系的な管理制度を導入している企業にのみ

雇用許可を限定すること 
・外国人雇用に対する税金を徴収すること（シンガポール、台湾、

タイ、マレーシアは導入済み） 
以上の三点は積極的に検討すべきである。 

 
（ハ）採用過程において雇用者の要求をより反映 
雇用者にとって質の高い労働者を採用する政策手段が十分ではない

（現状では韓国語能力テストの結果ぐらいしか反映されていない→この

テストも不正が多く、かつ、労働者に語学研修のために大きな金銭的負

担を強いているので、同テストの再評価が必要）。外国人を探している韓

国企業と緊密な関係を持つ派遣元の企業に一定期間働いた経験を有する

労働者を優先的に受け入れることを韓国政府は検討する必要がある。 
 
（二）派遣過程の透明性の強化 
韓国政府は、派遣元の国の数を減らすと共に、派遣元の大使館に労働

アタッシェを派遣したり、実施機関である韓国人的資源開発サービスの

スタッフを適当名配置したりして、効果的な作業を担保する必要がある。   
国際機関と協力して、幾つかの派遣元で、例えばＩＯＭ（国際移住機

構）に労働者の派遣と管理を委託するパイロットプロジェクトの実施の

可能性を検討することも可能であろう。 
 

（ホ）労働者入国前の教育及び広報 
不法滞在・雇用を防止するため、政府の法執行に対する強い意志を広

報する必要がある。雇用前の教育は労働者の自発的な（将来の）帰国、

帰国後の夢の実現に焦点をおく必要があるが、現在そのような教育は行

われていない。 
 
（へ）訪問就業制と雇用システムの改善及びその評価システムの設定 
訪問就業制は自由に行き来かつ雇用の機会を得られるシステムなので、

国内の低所得層の労働市場をかく乱する可能性がある。よって、現行制

度は次のように修正される必要がある。 
・雇用前の教育 
・入国前に労働契約を締結 
・韓国の雇用情勢に関する情報を取得 
・就職前に雇用教育 
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また、現在政府は 3万人の韓国系外国人の枠を設定しているが、もし 3
万人が一度にある年に入国してきたら、社会的な問題が生ずるであろう。

よって、韓国語能力試験合格後に入国を認め、かつ、国内の労働市場状

況などに従い入国の時期を多様化する必要がある。 
 

(C) 入国後の滞在及び雇用の段階 
（イ）滞在及び効果的な雇用管理 
入国後外国人は 20時間の雇用教育を受けるが、その際、如何にお金を貯
蓄、消費、送金し、将来の帰国後に備えるかについての教育も含めるべき

である。労働者が住居を変える場合、地元の自治体に通報することが義務

付けられているが、これでは非効率的であり、自治体は外国人の滞在場所

の変化を探知する行政システムを構築すべきである。 
   外国人労働者の集住地区では彼らの苦情を処理し適応を支援する包括的

な支援センターを設置する必要がある。  
   現在、計約40万人に及ぶ外国人がどのような経済活動を行っているのか、

彼らの労働状況や賃金（雇用許可制度で認められた外国人を除く）、居住、

家族構成、学校教育、健康などに関する基礎的な統計が集められていない。

よって、外国人労働者の全体的な状況を把握するため統計と計算のインフ

ラをより効率的にし、雇用許可制度のモニタリングと評価システムを確立

することが急務である。 
 
（ロ）不法労働・雇用に対する法律の適切な執行 
現在 150名程度しかいない入国管理官の増員を検討する必要がある。 

 
(D) 帰国 
（イ）自発的帰国のための誘引策 

雇用許可制度の下では、労働者の帰国を促進するため幾つかの保険の

加入（出国満期保険など）が義務付けられているが、これだけでは不十

分であり、これまでの経験から強い法の執行と強制送還だけでは不法滞

在の問題は解決されない。よって、韓国及び派遣元に適合した「支援さ

れた自発帰国プログラム（ＡＶＲ）」の導入と実施を促進する必要がある。 
 
（ロ）自発的帰国を促す派遣元による努力 
自発的帰国を促進するには派遣元の経済政策が伴う必要がある。不法

滞在の経済的要因を根絶するには帰国前に労働者とその家族の経済教育

が必要。 
 

(E) 国際協力 
派遣元とＭＯＵの更新を行う際には、その内容に派遣元がＡＶＲなど
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を実施することを義務付けることを加える必要がある。また、不法移民

の要因を根絶するには国際機関の役割が再検討され、国際機関と協力し

ていくことが求められる。 
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第２章：外国人労働者問題（台湾出張報告） 
 
出張者：山本栄二上席主任研究官、藤川久昭客員研究員 
期間：２００７年１２月１８～２２日 

 
１． 台湾労働省職業訓練局 
（１）外国人労働者市場の概要 
 

インドネシア マレーシア フィリッピン タイ ベトナム モンゴル
114,126 11 86,632 87,653 69,258 25
31.91% 0.00% 24.22% 24.50% 19.36% 0.01%

製造業
182,813
(51.11%)

11,117 11 60,733 78,481 32,454 17

建設業
8,696
(2.43%)

58 0 581 7,316 741 0

漁船船員
3,724
(1.04%)

2,446 0 745 12 521 0

介護士
159,934
(44.71%)

99,238 0 23,477 1,821 35,390 8

家政婦
2,538
(0.71%)

1,267 0 1,096 23 152 0

各国別・開放事業別在台湾外国人労働者人数統計（２００７年１１月末現在）

合計 357,705

出所：台湾行政院労工委員会職業訓練局  
 
○ 台湾における外国人労働者数は 357,705 人（2007 年 11 月末現在）。総人口
（2298 万人）に占める比率は 1.55％。外国人に開放している職種の内訳と
しては製造業（51.11％）と介護（44.71％）が圧倒的に多い。その他、建設
業、漁船員、ホームヘルパーが解放されているが、サービス業への外国人の

就業は許可していない。外国人受け入れ先として協定を結んでいる国として

は多い順に、インドネシア（31.91％）、タイ（24.50％）、フィリッピン
（24.22％）、ベトナム（19.36％）、モンゴル、マレーシアとなっている。 

 
○ 製造業の中身としては３Ｋ的な業種が多い。台湾国内の地域的分布について

は、桃園圏（製造業が多い）、台北県、台北市（介護士が多い）が多く、台

湾北部に集中している。 
 
○ 国内失業者と外国人労働者のマッチ、ミスマッチの問題については、基本方

針は国内失業者で勤労意欲が有る者に対しては機会を与えるというもの。か

かる観点から、外国人労働者の採用に当っては先ず一定期間台湾人への募集

（労働市場テスト）を義務付けている。この関連で、2007年 10月現在、台
湾の失業率は 3.92％、失業者数 42.1万人、労働参加率 58.19％。特に青少年
の失業率が高い（11.56％）。 
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○ 台湾人の平均賃金は 43,346 元（2007 年 10 月のレート 1 米ドル＝32.41 元
で計算すると約 1337ドル）。外国人労働者の平均賃金はこの約半分で 21,514
元。最低賃金よりは高い。 

 
（２）外国人受け入れ政策の基本 
○ 労働許可制を取っている。ホワイトカラーに対してはさほど厳しくない。滞

在期間に制限はないが、ブルーカラーは 3年（但し２回延長可能で最大９年；
2007年に法改正した結果）。また、ブルーカラーの場合は受け入れ総数枠が
あり、枠は各界と相談して動態的に決める。高知識・高技能人材については

簡単にやってきたが、台湾では大卒で職がない場合も多く、再検討すべきと

の声もある。 
 
○ ブルーカラー：企業内と家庭内労働を別々に分けて対応を考える必要あり。 
企業内：３Ｋなど人手不足の場合は外国人を投入する。経済部が要請し、労

働部が検討、申請すれば許可する。 
介護：国内介護産業育成のため外国人労働者を減らす方向。厳格に審査する

方向。長期介護は外国人許可。外国人は９２年から導入しているので、アレ

ルギーはないが、時刻看護産業育の主張はある。長期介護育成の基礎は日本

に比べて弱い。 
中国の労働者は両岸取り決めによるが、今は受け入れていない。 
 
○各省庁の調整の場：労働省が主務官庁。常設チームを作って、労働省の中で

３ヶ月に一回会議を行う。委員の数は２１名、各省庁、各産業、組合の代表

からなる。結果を労働大臣に上げる。（注：韓国ではかかるチーム/委員会を大
統領の下に設置している。） 

 
○外国人雇用の前に国内求人を行ういわゆる労働市場テストについて、形骸化

しているとの声があるが、職安と失業者は求人情報を共有して欲しい。３Ｋ、

介護は台湾人のニーズはあまりない。ホワイトカラーには国内求人努力の適

用はない。 
 
○高知識・高技能外国人労働者は４万人以上いる。分野は教師（豪州、ＮＺ、

米、加：ワーキングホリデイの活用）、エンジニア、支配人。偽ホワイトカラ

ーの問題がある。 
 
（３）外国人労働者の受け入れ 
○受け入れルートとしては次の３つがある：(A)国内仲介業者と海外仲介業者が
連携を取り合い受け入れる場合。→国内仲介業者に対しては評価制度を導入

したので、許可取り消しもありうる。(B)雇用主の海外支店。(C)２００８年１
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月より政府（労働省職業訓練局）が直接窓口でリクルートする。これは無料

のサービスである。（仲介業者に問題があったことから） 
 
（４）不法労働者問題 
○ 不法労働者問題について。行方不明になっている外国人労働者（逃亡など）

の数は 2007年 10月までで 23,610人。うち半分近くがベトナム人で、介護
関係者が多い。行方不明者＝違法労働者への対応としては、労働者がいなく

なった場合、雇用主に通報義務を課している（雇用主は外国人労働者を雇用

する間就業安定費を支払う必要があるが、行方不明となった場合この経費の

支払い免除を受けるためには当局に通報しなくてはいけない）。また、ＮＧ

Ｏと連携を取って通報を促している（通報の懸賞金は 5 千元）。通報件数は
年間 500～600件となっている。違法労働者が発生した場合処罰の対象は、
使用者とブローカーである。行方不明者に対しては出身国政府にも協力を要

請する。 
 
○ その原因としては次の二つが主。(A)雇用主が賃金を支払わなかったり、こき
使ったりする場合、(B)外国人労働者本人に起因する場合、外国人労働者の在
留期間は最大 3年となっているところ、3年間でブローカーなどへの支払い
の元を取れない場合、逃亡して更に働くような事例。前者に対しては国が対

応相談の窓口を設けている。また、問題のある雇用主の場合、就職先を変え

ることのできる法律を検討中である（現行制度では、外国労働者は特別の場

合以外は雇用主を変更することが出来ない。例外は、現雇用主が倒産した場

合、合意に基づく場合、違法な雇用主の場合に限られている。）後者対して

は懸賞金及び取り締まり強化で対応している。 
 
（５）社会保障・労働条件など 
○外国人労働者に適用される社会保障は、労災保険、医療保険。失業保険、年

金は適用されない。労働組合員にはなれるが、幹部にはなれない。→改善の

方向。住宅は雇用主が手当て。ＮＧＯと協力して支援体制あり。 
 
○外国人の居住は分散している。集中管理しているが、住宅環境が良くないの

で、関心事項となっている。 
○介護労働者は、各家庭で個別に働いていることもあり、労働基準法の適用外

となっている。彼らの労働条件を確保するために、派遣労働化を検討中であ

る。 
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２．台湾経済省投資業務処 
○高知識・高技能人材の獲得が任務である。クライアントは企業。台湾の大卒

人材は企業（特にＩＴ、ハイテク）から見て満足行かない水準なので、外国

人を獲得する必要がある。2009年までに高度人材が 3万 4千人不足すると見
ており、対象産業を 9つに絞っている：通信、金融、生命科学、自動車など。
2003年から人材ネットワークを作り、人材の需要と供給をつなげるシステム
を構築している。 

 
○2007年までに 762の企業会員、7,000人の人材を要し、（外国から）2,500人
強を導入した。米、加、日、印、東欧からも人材を招聘したい。その際、海

外の仲介会社を通じ人材を招聘してもらっている。海外高度人材獲得のルー

トは(A)海外科学技術者のグループ、(B)退職者である。米国、カナダからは中
国、台湾系の人材が多い。2007年は 300人近く招聘したところ、内半数は日
本人である（半導体、電子、電機分野）。若い人材も来ているが、技術・技能

を蓄積した中高年がターゲットである。日本からは、商工会、技術者協会、

大学という 3 つのルートで人材をリクルートしている。また、シンポジウム
や展覧会への出席を通じ人材獲得の活動をしている。 

 
○外国人人材が台湾で働きやすい環境醸成：所得税を 20％→10％に減免。教育
費などを企業の負担にする。日本人学校の設置など。親睦団体を通じ懇親会

を開催し、招聘に繋げる。インセンティブとして、2003 年～2006 年、賃金
補助（40～60％）を行ったが、公平性の問題が生ずると言う理由で、2006年
以降国会で認められなかった。 

 
○これまでの成果・評価：半導体、電子、精密機械の分野では人材が集まって

いる。今後生物、医療、介護分野を発展させるべく外国人高度人材を積極的

に導入していきたい。大企業は独自に外国人材をリクルートしている。中小

企業の多くは外国人のため高い賃金を支払うことができないと言う問題があ

る。ソフト開発の人材をインドから入れたいが、なかなか人材が増えない。

一方最近はロシア、ウクライナからの人材招聘が増えている。 
 
○精密機械分野では日本からの人材が多い。日本の定年退職後の人材を求めて

いる。日本への留学生で台湾に戻ってくる者はかつて少なかった。最近は日

本への留学生自体が減ってきている。 
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３．人材派遣会社Ａ社 
○ 日系企業からの（台湾人）求人に対応するのが主な仕事である。求職者の 8
割が女性。管理職の下のスタッフとしての求人が多い。当社の人材登録は日

本人 20名、台湾人 300名程度／月である。求人の 8割が電子、ＩＴ分野で
あり、理工系の男性が多い。台湾男性で日本の理工系大学に留学する人は少

ない。求人と求職のマッチングは難しい状況。 
 
○ 台湾には 1,500～2,000 社の日系企業（多くは中小企業）があり、在留邦人
数は 2 万人程度。140 万人の台湾人が日本語ができるとされている。1 級 2
級の日本語能力試験の（合格者）数は毎年 2万人。 

 
○ 日系企業は正規で雇用するのが一般的であり、派遣はやらない。一方台湾人

の若者は転職率が高く、イチゴ族と言われている（忍耐力がなく、すぐ職場

をやめてしまう）。新卒者の採用率が経験者優先の為か 2％減少し、若年層の
失業率は高い。日系企業の給与水準は台湾企業より少し高めである。4～5
万元の給与は最低であり、それ以上でないとホワイトカラーにならない。エ

ンジニアは大歓迎されている。 
 
○ 求職は最近日本女性が多いが、求人はほとんどない。ビザの発給も厳しい。

アジアの中でも日本女性の就職は厳しい。日本人を含め外国人が台湾で労働

できる期限は最大 3年であるが、更新可能。雇用主を変える場合はビザを再
度申請する必要がある。現地採用となると駐在日本人との差（給与など）が

大きい。 
 
○ 外国人には新しい退職金制度は適用されない（旧制度が適用）。年金制度も

出来たばかりである。 
 
○ 日本の団塊の世代の中で求職はほとんど見られない。台湾ではアルミ、ミシ

ン、水産、タイヤなどの（ローテク）業界が職人を求めている。マッチング

も難しい。台湾企業による日本人求人は貿易分野。若い日本人に対する求人

はない。他のルートを通じて日本人を求人する場合が増えている。グローバ

ル経営により英語の出来る人材を求める例が増えてきている。台湾の人材を

日本の本社に紹介する場合も出てきた。 
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４． 人材派遣会社Ｂ社 
○ 台湾では外国人労働者は主にブルーカラーである。台湾人を台湾企業に紹介

するのが当社の主な仕事。外国人の紹介も行っているが、問題あり。台湾政

府も代表部を通じて外国人のリクルートを始めているし、台湾企業も努力し

ている。当社は直接出来ないので、別のグループ会社を通じて外国人材を募

集している。 
 
○ 台湾は給与水準が低い、税務上のメリットも少ない、知名度が低い、教育シ

ステムが整備されていないなどの理由で、外国人のホワイトカラーはあまり

来ない。政府はその点よく認識し、環境整備を一部はじめているが、時間が

かかる。 
 
○ 現在法令上の制限により人材会社は人材と企業との関係に直接介入できず、

紹介するだけ。（クライアントの）約 60％が外資系、４０％が台湾系（89年
よりスタート）。従業員は 100名程度。派遣は 4,500名（全体の 3分の２）、
人材紹介が 3 分の１．中国大陸の外資系企業からの人材注文が増えている。
クライアント企業としては、米国系、欧州系、ハイテク、銀行分野が多い。

4つの国は一つの市場と見ている。 
 
○ Ｂ社は世界 70カ国に 6,700の支店を持っているのが利点。2008年から人材
を訓練し他の国に移す仕事をするつもりである。ＮＺの事例であるが、1 万
7千人の労働者を調達したところ、うち千名が日本人であった。 

 
○ Ｂ社台湾にはかつて日系企業のための日本課があったが、今はない。日系企

業は欧米系に比べて給与が低い。日立、パナソニックに行ったが遅れている。 
 
○ 中国以外香港、シンガポール他からの求人は少ない。分野はトップマネージ

メントが多く、ジュニアもある。中国では 7万 5千人に及ぶトップマネージ
メントが不足しており、ジュニアも不足している。インドからの人材ニーズ

も大きい。大連等東北地方では日本人がリクルートされている。 
 
○ 日系企業は管理職に日本人を使いたがる。日系企業からは台湾人の（管理職

の）注文はない。 
 
○ 高度人材をうまく受け入れている国：中国はハイテク他の分野で外国人材獲

得に貪欲である。インドはソフト人材の輸出国であるが、一方でニーズも大

きい。英語が出来るので、インド人材の導入を検討したが、うまく行かなか

った。日本もいい選択肢である。 
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○ 日本へのアドバイス：日本企業の短所は柔軟性が少ない、遅い、若い人にチ

ャンスがない（年功序列）といったこと。組織を変える必要がある。言葉の

問題もある。日本の人材会社は派遣が中心なので地位が低い。また、企業文

化がポイント。日本企業は透明性が少なく（裏取引がある）、少人数で別途

決めてしまうとか問題がある。公平な扱いが必要。報酬額の問題ではない。 
 
○ グローバルタレントの条件：言葉の能力（英語＋アルファ）、文化を理解す

る能力、移動できること、コミュニケーションスキル、独立した問題解決能

力。 
 
 
５． 行政院経済建設委員会 
○ 本委員会の機能は次の 4点：(A)政策の協調（各委員が各省の長）、(B)国の重
大な建設の計画（10億元以上のプロジェクト）、(C)国家 10大建設の計画、
(D)中期経済発展計画（4年）、人力発展計画。 

 
○ 台湾の外国人労働者政策：外国人労働者数は 2000年の 32.7万人から漸増し、

2007年には 35.7万人となっている。内訳として、産業分野は 22万人→19.5
万人と減少し、社会福祉分野は 10.6万人から 16.2万人に増加。建設業への
外国人雇用を削減した。製造業は 2000年以降減少。３Ｋ分野の雇用が多い。 

 
○ 外国人受け入れの原則は、（台湾人が不足する分野への）補充性、総量限定

性、賃金の合理化、国内求人原則、外国人の権利、就業安定費の徴収、仲介

費引き下げ、受け入れ対象国を増やす。 
 
○ 課題：工業部門に不利、介護産業の発展を阻害、国内失業率が高くなる、サ

ービス業には今外国人を導入していないが、サービス業で仕事をしたくない

台湾人が増えている。 
 
○ 改善方向：総数管理を動態的管理（産業と看護の枠を分ける）に変更。産業

分野については、３Ｋ３シフト業界に外国人を入れ、弾力的にする。建設業

における外国人雇用の比率を引き上げる（２０～３０％）。サービス業の中

でも３Ｋ分野は適宜開放すべき。社会福祉については、介護サービス内容の

向上、取り締まりの必要がある。 
 
○ 非熟練外国人労働者を導入すると台湾の産業構造の高度化に反するとの議

論はあるが、外国人を導入しないと産業が存続できず、台湾人の失業率が高

まることになる。 
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○ 高度人材の導入については、試算・分析をしており、政策を策定中。環境整

備が問題。 
 
 
６． 建設会社Ｃ社代表との意見交換 
○ ２００１年から建設業への外国人導入がストップし、２００４年に再開、そ

の後ストップと開放を繰り返している。 
 
○ 建設業界にタイ人が多い理由は、サウジから大型工事を受注した際、タイ人

を採用した経緯あり。派遣国の事情（労働力に余裕あり）、タイ人は比較的

従順と言った点もある。 
 
○ 外国人労働者の学歴は、小卒が８割、中高卒１０数％、大卒１％程度。苦情

申し立ては１％ぐらいか。賃金の未払いと言うよりは、誤解に基づくものが

少しあると言うこと。建設業界は全体で１万２千社弱あり、規模などにより

甲乙丙にランク分けされている。 
 
○ 賃金は最低 15,840 元、単純労働者はこの賃金である。一部技術者は 1 万７
千元、特別技術者は協議の上 17,280元（7月以降これが最低）。うち現物支
給代として（食事・住居）月 3千元程度天引きしている。名節の時などにお
かずを増やすことはあるが、ボーナスはなし。派遣元国の代表部から文書の

認証を得る必要があるが、その際天引きを 3千元ぐらいにしないと認証して
くれない。 

 
○ 労働条件は労働者と協議して決める。毎月査定を行っている企業もある。ビ

デオ、パンフなどで安全教育も行っている。労災の際には通訳を使う。外国

人を雇用できる比率については公式があり、状況に応じて２０％、40％など
となっている。 
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第３章 シンガポール ～厳格な法規整とその特徴 

 

１ 本章の目的 

 

 シンガポール政府は、シンガポールは外国労働力に非常に依存していること

に鑑み、外国人従業員の雇用に関して、社会・経済的コストを最小にする必要

があると強く考え、そのために、外国人雇用に関して様々な厳格な法規整を行

うとしている（Singapore Parliamentary Debates, Vol. 56, 1990, at 449）。そ
して特にこのような厳格な法規整は、未熟練労働に従事する単純労働力に向け

られたものである、とのことである。 

 このことからもわかるように、他の三国に比べてシンガポールにおける外国

人労働者法政策の特徴の一つとして、「社会経済コストを最小限にするための厳

格な法規整」という点をあげることができる。原則として外国人労働者受け入

れについて開放政策を未だとっていないことから仕方のない側面もあるが、日

本では、厳格な外国人雇用法制の立法とその運用の経験がない。したがって、

シンガポールの前例は大いに有用であるにも関わらず、シンガポールに関する

外国人雇用法制を正確に紹介したものはない。そこで本稿では、現地調査での

各種ヒアリングを踏まえ、同法制の運用面も含めた正確な紹介を目的とする。

しかも上述したように、このような厳格な法規整は特に単純労働力に向けられ

たものであるとともに、実際の紛争事例は、単純労働力労働者に関するものが

多いとのことであるから、単純労働力受け入れのあり方を分析する本調査にと

っても、シンガポールの「経験」は有用であるといえる。なお、本稿では、ヒ

アリングで得た知見については、「とのことである」という形で示すこととする。 

 ところで、シンガポールの外国人雇用法制の主たる現行法制は、「外国人労働

力雇用法」であるが、これは、外国人労働者雇用法を、より効果的に、不法な

外国人労働者問題に対応できるように改正されたものであるとのことである。

具体的には、より厳格化された刑罰と、労働力省へのより強力な権限付与、と

いう２点である。このような法規制の厳格化には、厳格な法規制の存在と実施

にもかかわらず、違法外国人労働者問題は、シンガポールにビジネス・チャン

スが存在する限り、容易になくなるものではない、との批判が存在するとのこ

とである。しかし、シンガポールの研究者・実務家・政府は、これらの手段が

なくしては、問題状況ははるかに悪くなるであろうことを考えれば、根絶でき

なくとも、厳格な法規制が必要であるとの意見が多勢であるとのことである。 

 以下本稿では、まず就労許可の種類を確認し（ここで雇用税と割当制限につ

いても触れる）、その上で使用許可要件と刑事責任、さらに外国人雇用にあたっ

ての条件、雇用概念、占有概念、違法雇用の認識を説明する。最後に、雇用管

理に関する限りで入管法等に関する法規整も説明する。 
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２ 就労許可の種類 

 

 はじめに、前提としてシンガポールにおける就労許可の類型について概観し

よう。以下で述べるように、シンガポールにおいて外国人労働者が就労する場

合、外国人労働力規則６条に基づき、原則として、以下の５種類のどれかの許

可が必要となる。これらについては詳しい紹介が先行業績等でなされているの

で、本稿では簡単な紹介に留める。 

(A) 労働許可 
 第一に労働許可である。これは、現行の入管行政のもとでは、１カ月あたり

の基本給が１８００シンガポールドル以下で雇用される労働者に関して必要と

される就労許可である。労働許可に関しては、雇用税が課せられるとともに、

いわゆる「割当制限」が存在し、労働許可発給の条件として、一般的には、保

証金の供与が求められることが多い。この労働許可は、いわゆる単純労働力を

念頭に出されるものである。４以下で説明する、シンガポールにおける厳格な

法規整が問題となるのは、本許可の対象となるような単純労働力としての外国

人労働者についてであることが多い。 

 割当制限については、２００８年１月１日からは、建設業においてシンガポ

ール人労働者の７倍まで（それまでは５倍までであった）、海運業においてシン

ガポール人労働者の５倍まで（それまでは３倍までであった）、製造業では全従

業員の６５％まで（それまでは６０％までであった）、サービス業では全従業員

の５０％まで（それまでは４５％までであった）、となっており、拡大傾向にあ

る。これは使用者団体等の経済界の要望に応えた者であるとのことである。 

(B) 雇用許可 
 第二に、雇用許可である。これは、現行の入管行政のもとでは、１カ月の基

本給２５００シンガポールドルを越えて雇用される労働者に関して必要とされ

る就労許可である。この雇用許可は、大学での学位、専門職として資格または

専門的技術を有する外国人に認められるものであり、いわゆる専門家、マネー

ジャー、および幹部社員を対象としているものである。労働許可と異なり、現

行の入管実務では、雇用税も課せられないし、割り当て制限も存在しない。 

 本雇用許可には、基本給の額に応じてさらに様々なカテゴリがある。すなわ

ち、１ヶ月の基本給が７０００シンガポールドルを越える場合にはＰ１パス、

３５００シンガポールドルを越えて７０００シンガポールドル以下までについ

てはＰ２パス、２５００シンガポールドルを超えて３５００シンガポールドル

以下までについてはＱ１パスである。雇用許可を有する労働者は、いずれのパ

スあっても、扶養家族滞在許可を申請することができる。しかし、Ｐ１とＰ２

パス所持者のみ、長期間の社会的訪問許可を得られることができ、特に両親の

呼び寄せについて意味のある許可となる。 

(C) Ｓパス 
 第三に、Ｓパスである。これは、労働許可の対象労働者よりもスキルを有し
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ているが、雇用許可が得られないような労働者を念頭においたものであり、い

わゆる中くらいのカテゴリを対象にしたものといえる。Ｓパスは、現行の入管

実務では、１ヶ月の基本給が少なくとも１８００シンガポールドルでなければ

ならない。このＳパスには、労働許可と雇用許可証の両方の特徴があるといえ

る。なぜならば、労働許可と同様に雇用税が課せられるとともに、割当制限が

あるからである。割当制限は、２００８年１月１日から、全従業員の２５％ま

でとなっている（それまでは１５％）。ただし、一般に、労働許可と異なって、

保証証券が条件になることは少ない。他方では、雇用許可のように、従業員の

基本給が２５００ドルを超える場合には、Ｓパスであっても、扶養家族滞在許

可の支給可能性がある。 

(D) 個人雇用許可 
 第四に、個人雇用許可である。これは、有能な外国人労働者をシンガポール

に引き付けるために、２００７年に改正されて設けられた新しいカテゴリであ

る。他の就労許可と比べて重要な特徴は、特定の使用者・事業主と関連づけて

出されるものではない、という点である。したがって、本許可を有する外国人

労働者は、原則として自由に転職等が行え、転職時に改めて就労許可を申請す

る必要がないのである。さらに、転職する場合に、次の仕事が見つかるまでの

半年間は、シンガポールに滞在することができるため、本許可は、外国人労働

者にとって極めて魅力的であるとのことである。本許可に関しては、雇用税も

割当制限も存在しないし、許可発給の際に保証金を供与することも条件づけら

れない。なおヒアリングでは、本許可は始まったばかりであり、他の許可の潜

脱になる等、運用上の問題については未だ明らかになっていない、とのことで

あった。 

(E) 雇用訓練・労働訓練許可 
 第五に、雇用訓練・労働訓練許可である。後述するように、外国人雇用法上

の雇用の定義に、労働者を訓練することも含められていることが、本許可の法

的根拠になっている。本許可には、雇用訓練許可と労働訓練許可の２種類があ

る。前者については、雇用許可の対象となるような、専門職、幹部社員あるい

は専門的業務に従事する労働者であって、１ヶ月の基本給が２５００シンガポ

ールドル以上の場合に発給される。後者については、雇用訓練許可が発給され

るほどの水準にない労働者、特に労働許可の対象となるような、未熟練労働に

従事する労働者について発給される。雇用税の支払いも必要となる。後者につ

いて、日本における研修生・技能実習生に関わる問題が発生しているかどうか

についてであるが、この場合にも労働者としての法的保護がなされるので、原

則としては生じないとのことである。ただし、本許可が、要件の比較的厳しい

他の許可を潜脱しているような、実務的に濫用事例がないかどうかは回答がな

かった。 

(F) 雇用税 
  最後に、雇用税について簡単に説明しておく。外国人雇用法１１条１項では、
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使用者・事業主は外国人を雇用する一定の場合に、雇用税を支払う必要がある。

この雇用税は、外国人労働力への過度の依存を避けるために設けられたもので

ある。上述したように、労働許可、Ｓパス、訓練労働許可の場合に雇用税を支

払う必要がある。例えば、現行の外国人雇用（雇用税）規則によれば、使用者・

事業主は、建設労働者の場合には、熟練労働者１人あたり１ヶ月１５０シンガ

ポールドルを、未熟練労働者１人あたり１ヶ月４７０シンガポールドルを支払

う必要がある。 

 このような雇用税は、翌月の初日に支払う必要があるが、１４日まで猶予さ

れうる。雇用税支払義務は、就労許可の期限が切れるか、または取り消されな

い限り継続するため、例えば、当該労働者が逃走したり失踪しても、使用者は

雇用税を支払う必要がある。このように雇用税には、使用者・事業主に、当該

労働者の雇用管理をきちんと行わせるという意義も存在する、といえよう。な

お、いくつかの産業について、雇用税を追加的に支払うことによって、就労許

可のところで説明した割当制限を越えて雇用することが可能となっている。 

 

３ 使用許可要件と刑事責任 

  

 それでは、シンガポールにおいて、使用者・事業主等が、外国人労働者を適

法に雇用する法規整はどうなっているのであろうか。 

(A) 使用許可要件 
 まず、外国人雇用法５条１項は、外国人労働者が有効な就労許可を持ってい

ない場合には、いかなる外国人労働者を雇用してはいけないと規定している。

支給されうる就労許可のタイプは、すでに述べたように、労働許可、雇用許可、

Ｓパス、個人雇用許可、雇用訓練・労働訓練許可、である。 

 もっとも、外国人雇用法４条は、上記規定にもかかわらず、労働力省大臣に、

同法の適用除外を行う権限を与えている。このような権限は、政府が、外国人

問題に柔軟に対応できるよう与えられた権限であるとのことである。現在では、

大臣告示に基づいて、大学等の教育機関における正規のフルタイム学生であっ

て当該機関の休暇期間に働くもの、あるいは、労働時間が週１６時間未満のも

のについて、適用除外が設定されている。 

(B) 罰則 
 上記要件に違反して外国人労働者を雇用した場合、同法５条６項に基づいて、

刑罰が科されることになる。まず同項(a)は、初犯について、１万５０００ドル
以下の罰金、または、１２ヶ月以下の懲役、あるいはその双方を科される。次

に同項(b)は、２回目以降の場合には、個人の場合には、１ヶ月以上１２ヶ月以
下の懲役ならびに１万５０００ドル以下の罰金双方を科されることになり、会

社の場合には、後者について上限が３万ドルまであがることになる。同法２３

条１項では幇助罪も規定されている。 

 量刑の判断にあたっては、初犯であるか否かという要素以外では、違法に就



 28

労させた外国人数、違法に就労させた期間、不法就労から得た利益等も勘案さ

れるとのことである。 

 ところで、複数の違法な外国人雇用を、異なる時期に行っていた事業主に対

して課せられるべき罰金・懲役は、どうなるのであろうか？ かつて、有効な

労働許可なしで１９人の外国人労働者を雇った事業主が、外国人雇用法５条６

項の刑罰が問われた事案において、裁判所は、１９個の独立した刑罰が科せら

れるべきだと判断した例があるとのことである（PP v Keh See Hua [1994] 2 
SLR 277）。しかし現行法のもとでは、複数の違法な雇用であっても、同時に告
訴された場合には、単一のもとして扱われるべきであるとされる。そして、告

訴された時点で初犯の場合には、同項(a）の量刑の範囲内で刑罰が科されるこ
とになる。 

 以上の刑罰に加えて、当然のことであるが、当該外国人を合法に雇用してい

れば支払う必要があったとされる雇用税についても、支払う必要がある。 

(C) 法人の場合 
 問題は、個人ではなく法人たる事業主が外国人雇用法に違反したケースにお

いて、当該法人の被用者が、外国人を違法に雇用した場合である。この点は、

両罰規定等が存在する場合には問題とならないのだろうが、外国人雇用法には

存在しないようであり、必ずしも「自動的」に、事業主への刑罰が科せられる

わけではないとのことである。そこで、どのような基準で、法人が責任を持つ

かどうかが問題となるが、この点、当該法人が第一義的に刑事責任を負うか、

被用者とともに代位して責任を負うかによって基準が異なるとのことである。

前者については、会社の行動を「生きて」「具現化」するような、いわゆる身代

わり状態で行った場合、後者については当該法人によって与えられた権限内で

行った場合、法人に責任が問われるとのことである。 

 このように、法人たる事業主が、被用者の行動によって刑事責任等を追うこ

とがあるわけだが、逆に、法人たる事業主のために行った行動について、被用

者が個人的に刑事責任を負うこともありうる。外国人雇用法２０条によれば、

法人たる事業主が外国人雇用法に違反したとされる場合であっても、当該法人

のディレクター、マネージャー、秘書あるいはその他それらと同等の権限を有

するような従業員が、当該行為について承認を与えるか、黙認していたか、そ

れらの行為について責任があると認められる場合には、法人と同じ刑事責任を

科される。 

 

４ 使用許可条件 

 

 それでは、シンガポールの外国人雇用法における雇用管理の法規整の特徴は

なんであろうか？ その一つ目が、就労許可発給に関して、就労許可管理官が、

柔軟な条件を課することができることである。 

(A) 就労許可管理官の裁量 
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  外国人雇用法７条１項によって、就労許可を得た労働者を雇用したい使用
者・事業主は、就労許可管理官に、申請する必要がある。申請を受けて、就労

許可管理官は使用許可を判断することになる。もちろん、就労許可管理官は申

請を拒否することも可能である。そして、Re Siah Mooi Guat [1988] 3 MLJ 448
事件判決以降確立したルールとして、就労許可管理官は、決定理由を述べる必

要はなく、決定過程において自然的正義の原理に従う必要もないとされる。自

然的正義に従うとは、裁判官が当該事案に関して偏見を有していないこと、決

定にあたっての公平な概観が存在すること、公正な告知と聴聞がなされること

等であるから、これに従う必要がないということは、管理官の裁量は非常に広

範である、ということになる。もっとも、管理官の決定に不服な使用者・事業

主は、外国人雇用法７条５項に基づいて、労働力省大臣に不服申立を行うこと

ができる。ただし同大臣への不服申立が最終審となる。 

(B) 労働者への条件 
 ところで使用許可を出す場合に、就労許可管理官は、条件をつけることが多

い。具体的には、例えば、就労許可の有する労働者が、当該使用者・事業主に

おいてのみ就労すること、就労許可で指定された職業のみに就労すること、ど

んな形態であれ認められたビジネス以外には従事しないこと、就労許可原本を

常に携帯すること、シンガポール国内では不道徳、不法あるいは望ましくない

活動を行わないこと、あるいは、就労許可管理官の事前の認可なしで、シンガ

ポール市民あるいは永住者と、どんな形態であっても婚姻しないこと、等であ

る。最後の具体例は日本の基準からすれば、人権問題に発展しかねない条件で

あるが、シンガポールでは特段驚くものではない、とのことである。 

(C) 使用者への条件 
 このような条件は使用者にも課せられることが多い。後述する雇用税以外に

も、具体的には、例えば、使用者・事業主は、就労許可を有する労働者を、他

の使用者・事業主等に使用させたり、派遣させたり、彼らとして契約させては

ならないこと、労働者に対して安全な労働環境と許容できる宿泊設備を供与す

ること、医療サービスの供与等、労働者の健康を配慮する措置にとって必要な

費用を負担すること、労働者のために医療保険に加入すること、例えば月給の

場合、月末から７日以内に賃金を支払うこと、あるいは、労働者が帰国しなけ

ればならない場合（就労許可期間の満了等）に、合理的な通知を与えるととも

に、帰国費用を負担すること、等である。 

(D) 条件違反の刑事責任 
 外国人雇用法５条３項は、労働者への就労許可・使用者への使用許可に規定

された、あるいはそれに付随した条件を守らないような形での、外国人雇用を

想定していない。したがって、それらの条件に違反した場合には、外国人雇用

法５条７Ａ項、同法２２条１項による刑事責任を問われるとともに、就労許可

管理官は同法７条４項(b)に基づいて、与えた就労許可を取り消すことができる。
例えば、建設現場での労働について、労働許可が与えられたケースにおいて、



 30

建築現場以外での自動車運転を行わないことを条件としているにも関わらず、

建築現場間の移動において自動車運転を行った事案において、使用者・事業主

に、同法５条３項違反の刑事責任を問うたケースがある（Comfort Management 
Pte Ltd v Public Prosecutor [2003] 2 SLR 67）。また、ある雇用した労働者を、
関連会社に派遣した場合に、使用者に同項違反の刑事責任が問われたケースも

あるとのことである。 

 このことから、外国人雇用法５条３項は、非常に厳格な責任を追求するもの

であるといえ、一般的には、同項違反の故意とか認識すら重要ではないとされ

ている。いわば形式犯のようなものとなっているといえよう。就労許可・使用

許可に付された条件に違反することについて、シンガポール社会としての関心

が高いことと、外国人労働者と使用者・事業主に注意をより喚起させたいとい

うことから、このような厳格な責任が生じているとのことである。 

(E) 条件の解釈 
 このように考えると、外国人雇用法５条３項違反の責任は無限定に思えてく

る。しかしそうではない。それは、就労許可・使用許可につけられる条件は、

それ自体は議会が制定する法律・規則のたぐいではないが、それら条件の解釈

にあたって、刑罰法規における厳格な解釈アプローチがとられるとされるから

である（Comfort Management Pte Ltd v Public Prosecutor [2003] 2 SLR 67）。
このような解釈アプローチでは、まず、条件の文言の解釈にあたって、同項を

制定した立法者意図からの趣旨解釈、文理解釈ならびに目的解釈が行われるこ

とになる。そしてそれでもなお解釈に曖昧さが残る場合には、外国人雇用法５

条３項違反をしたと告発された使用者・事業主にとって有利な解釈である、「厳

格解釈」が求められることになる。具体的には、「ウェイター・ウェイトレス管

理者」としての就労で労働許可が与えられた労働者が、屋台の管理者として働

いていた場合に、同項違反が問題となってケースにおいて、上記のような厳格

な解釈手法がとられた結果、条件に違反しないと判断されている（Per Yong 
Pung How CJ in Forward Food Management Pte Ltd v Public Prosecutor 
[2002] 2 SLR 40）。 
 

５ 「雇用」概念 

 

 二番目に、シンガポールの外国人雇用法における雇用管理の法規整の特徴と

いえるのが、「雇用」概念の「特殊性」である。 

(A) 「雇用」とは？ 
 まず、「雇用する」という概念であるが、もともとは、役務あるいは労務を提

供させ、支払い形態に関わりなく対価を支払うこと、と定義されていた。しか

しこの定義がさらに法改正によって拡大され、現在では、外国人雇用法２条に

よって、雇用あるいは訓練の目的で、契約形態、対価支払いの有無に関わりな

く、ある者を役務に就かせるか、ある者の役務を利用すること、と定義されて
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いる。 

 この定義には前にもまして広いものとなっている。このことによって、例え

ば、家政婦仲介業者が、紹介先ではなく、自らの家庭等において、訓練目的で

外国人労働者を使用する場合、そしてその外国人労働者の使用が違法である場

合に、雇用でないことを理由にして、外国人雇用法の適用を潜脱することを防

止する、とのことである。また、Loh Kim Lan v Public Prosecutor [2001] 1 SLR 
552事件で問題となったように、フリーランスの外国人ホステスが、支払われる
対価が賃金ではないからといって、外国人雇用法の適用を免れることができな

いようにしている、とのことである。 

(B) 検察側の立証責任 
 このように定義が広いということは、違法な外国人雇用を行っている使用者

等の起訴にあたって、雇用関係の存在を示す典型的な要素の存在の立証責任が、

検察側に課せられないことにつながることが、実務的に極めて重要になる。す

なわち、これによって違法な外国人雇用の摘発がやりやすくなっているわけで

ある。 

 もっとも、それにも関わらず、シンガポールが依拠している、英国系の雇用

契約法理から求められる、報酬とかコントロール等の、雇用契約の存在を伺わ

せるような要素の存在は、雇用の成立にとって重要であることに留意しなけれ

ばならない。 

 例えば、Lee Boon Leong Joseph v Public Prosecutor[1997] 1 SLR 445事件
において、一般的にいって、使用者と被用者の間では、従業員が得る賃金額の

交渉の余地があるはずだが、違法な外国人雇用を行っていると申し立てられた

事業主とその外国人について、もしそのような余地がまったく存在せず、人材

紹介業者によって固定的に決められた額が支払われているような関係の場合に

は、外国人雇用法の「雇用」とはいえない、とされた。 

 しかし、その一方で、雇用契約の判断要素として重要な「コントロール」に

ついていえば、仮に人材紹介業者を通して対価が支払われている場合であって

も、その額があくまでも目安であって、支払額について交渉の余地があるとさ

れる場合には、「雇用」だと判断されているとのことである。また、その事業主

が、外国人労働者との最低保障の契約を締結する一方で、彼らが人材仲介業者

からの指示を受けるようにして、自らが使用者ではないように意図的に形式を

整えていた場合も、「雇用」であると判断されている（Tamilkodi s/o Pompayan 
v Public Prosecutor [1999] 1 SLR 702）。要するに、雇用かどうかの判断にお
いては、形式ではなく、実態が重要である、ということである。 

  

６ 「占有」概念 

 

 三番目に、シンガポールの外国人雇用法における雇用管理の法規整の特徴と

いえるものが、シンガポールの外国人雇用法では、「占有」概念である。 
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(A) 「占有」とは 
 外国人雇用法６条によれば、外国人の違法な労働が発見された場合に、その

外国人が働いている「施設」を占有している者は、雇用していないという反証

が成功しない限り、その外国人を雇用しているものと推定されることになる。

この「占有」は、外国人雇用法２条で定義されているが、(A)当該施設の少なく
とも一部を、自ら所有等しているか、代理人として維持管理していること、(B)
当該施設において、第三者のために、建設その他の作業を遂行していること、

とされている。 

 まず(A)に関して、当該施設を占有していると判断するために、どの程度の「維
持管理」が必要かといえば、何らかの維持管理だけではなく、実質的に維持管

理していることが求められる。ある事例では、掃除夫をスーパーマーケットに

供給していた事業主は、スーパーマーケットの構内を実質的に維持管理してい

るわけではないとして、占有していると判断されなかった、とのことである。 
 次に(B)に関して、「第三者のために」という要件があることから、当該施設を
占有していると判断するために、維持管理の第一義的な責任を担っている必要

はない。例えば、ある建設現場での建築の一部を担っている下請業者も、当該

施設を「占有」しているとされた（Naranjan Singh v Public Prosecutor, 
Summons No 398 of 1991）。もっともこの場合に、下請業者が、単に、建設労
働者を派遣している場合との「境界線」が問題になる、とのことである。単に

派遣している場合には、建設あるいはその他の作業を遂行していると判断する

ことは難しいからである。この点、裁判所は「拡大解釈」行っているかも知れ

ない、とのことである。 

 最後に、当該施設にて、「事業」が行われている必要はない。例えば、ある労

働者が、レストランで違法に雇用されていたが、その労働者が逮捕されたのは、

レストランの上の部屋の、親戚の部屋であった。この場合に、親戚が当該部屋

を「占有」していれば、当該親戚を外国人雇用法の適用対象となるとしたので

ある（おそらく、レストラン経営者の責任を追求することが難しい事案だった

のであろう。In Moha Amoo v Public Prosecutor [1999] 4 SLR 292） 
(B) 「占有」に関する特別規定 
 以上に加えて、特に建設現場で問題となるようなケースに関して、特別の規

定が存在する。それは、違法な外国人労働者を直接ではなく、間接的に雇用す

るような元請け事業主の責任に関して、である。すなわち、外国人雇用法６Ａ

条１項は、当該事業へのアクセスを管理する当該事業場の「占有」者は、有効

な就労許可を持たない外国人労働者を当該事業場に入構させたり、滞留させて

はならないと規定する。そして、同条７項は、前項事業場に関する「占有者」

とは、当該事業場で建築作業を遂行する元請け業者と、労働力省大臣告示で規

定される者を意味すると規定している。 

 そしてこのような「占有者」がアクセスを管理する事業場に、有効な就労許

可を有していない外国人が入構したり、滞留していることが判明した場合には、
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そうではないという反対の立証がなされない限り、当該占有者が入構あるいは

滞留を許可していたこと、当該占有者が有効な就労許可を有していないことを

認識していたことが推定される。 

 このような推定は、外国人雇用法６Ａ条３項に基づいて、以下のような適切

な注意をなしたという抗弁がなされない限りは、覆されないことになる。すな

わち、違法な就労をしている外国人が事業場に入構するか、滞留するのを防い

だこと、パスポート、身分証明書、その他の旅券等をチェックすることによっ

て、シンガポール市民あるいは永住者であることを確認したこと、あるいは、

就労許可原本をチェックすることによって、有効な就労許可を有しているかど

うか、確認したこと、である。 

 

７ 違法雇用の認識 

 

(A) 違法雇用の認識とは 
  

 上記の「雇用」「占有」の推定が働かない場合、起訴する側である検察は、当

該事業主が違法な外国人労働者を雇用していたことを知っていたということに

ついて、「合理的な疑いがない」ほどに、証明する必要がある。このことは、外

国人雇用法に規定がない場合でも、同法が刑事罰を有している以上、当然の帰

結である（Tom-Reck Security Services Pte Ltd v Public Prosecutor [2001] 2 
SLR 70）。「合理的な疑いがない」という表現は曖昧であるが、刑事訴訟で一般
的に求められる証明の程度であり、民事訴訟における「証拠の優越」といわれ

る水準より高いレベルであるとされる。すなわち、推定が働かない場合は、起

訴する側の立証責任は重いのである。 

 使用者が「知っていた」とは何かであるが、幾つかの裁判例では、故意等ま

では要求されず、単なる「認識」でよいとされる。従って、実際に知っていた

こと、明白な事実にあえて目を背けていたこと、で足りる（Guna Segar v Public 
Prosecutor [1996] 2 SLR 283）。また、幾つかの裁判例では、少なくとも知ら
なかったことに過失があること、を求めているものもある（Assathamby v 
Public Prosecutor [1998] 2 SLR 744）。両者の違いは、結局のところ、知らな
かったことについて、使用者にどれだけの責任を追求するかという点であるが、

この点については、未だに解決されていないとのことである。 

(B) 使用者側の抗弁 
 それでは、事業主側の抗弁はどこまで認められるのであろうか？ 外国人雇

用法５条４項によれば、事業主が、当該外国人労働者の国籍を確かめるのに適

切な注意を行ったという点を立証しない限り、当該労働者が外国人であること

を知らなかったという抗弁は認められないとされている。さらに、この点に関

して、同法５条５項は、当該事業主が当該労働者のパスポート、身分証明書あ

るいはその他の旅券をチェックしていない場合に、適切な注意を行ったと判断
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してはいけない、と規定している。 

 さらに同項は明言しないが、事業主は「自ら」適切な注意を行う義務を行う

必要があり、誰かに代理させることはできない、とされている。もっとも、当

該事業主が文盲である場合 (Mohamed Lukman bin Amoo v Public 
Prosecutor [1999] 4 SLR 292)、目が見えない場合 (Lim Dee Chew v Public 
Prosecutor [1997] 3 SLR 956)等、例外的な場合は除かれる。もちろん、外国
人労働者が大勢いて、検証に非常に手間がかかるということも、抗弁として認

められない（Cheong Choon Bin v Public Prosecutor [2001] 4 SLR 190）。た
だし、外国人労働者がシンガポール政府の発生した身分証明書を偽装し、当該

事業主がそれをチェックしても、その身分証明書に問題があると疑わないこと

に合理性がある場合は、抗弁理由となる（Assathamby s/o Karupiah v Public 
Prosecutor [1998] 2 SLR 744）。 
 

８ 入管に関する法規整 

  

 このようにシンガポールにおいて外国人雇用を行う場合には、外国人労働者

は原則として５種類の就労許可のどれかを取得する必要があり、さらに、使用

者・事業主は、外国人雇用法上ならびに関連規則の厳格な法規整に服すること

になる。ところで、シンガポールのいわゆる入管法規整はどうなっているであ

ろうか？ 最後に、シンガポールの入管法による規整について、雇用問題と絡

めながら、簡潔に確認しておく。 

(A) 入国許可 
 まず、入管法６条１項は、シンガポール国民以外の者は、有効な許可を得て

いるような一定の場合を除いて、シンガポールに入国することも、入国を試み

ることもできない、としている。例外として入国等について有効な許可を得て

いる場合とは、入管法規則８条１項に規定されているように、訪問許可、就学

許可および扶養家族滞在許可である。しかし、これらの入国許可だけでは、外

国人は、シンガポール内で労働することはできない。 

 まず、訪問許可については、入管法規則１２条１項によって、入国管理官は、

入国申請者が、社会的目的、商用目的、特定の専門的目的、旅行者としての目

的、あるいは仕事を探す目的で、シンガポールに入国したいと考えている場合

に、出すことができると定められている。しかし、入管法規則１２条７項によ

って、訪問許可を受けた者は、有効な就労許可を得ない限りは、あらゆる形式

の対価を伴う雇用、いかなるビジネス、いかなる専門的業務、いかなる職業に

も従事してはならないとしている。なお、入国管理官は、「入国禁止者」に訪問

許可を与えてはならないことが定められている。入国禁止者には、入管法８条

によって、十分な資産・収入を持つこと、あるいは、特定の雇用を持っている

ことを入国管理官に示すことができない者、精神障害を有しているもの、伝染

性・感染性疾病を有している者が含まれる。 
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 就学許可については、シンガポール内の教育機関にて就学する目的のみで入

国を認められているので、もちろんシンガポール内で労働することはできない。

ただし、一定の場合には、外国人雇用法の適用が、大臣告示によって除外され

ていることはすでに説明した通りである。扶養家族滞在許可を得た外国人がシ

ンガポールで働きたい場合には、就労許可管理官の許可が必要となる。 

(B) 刑事責任 
 このような入管法６条１項に違反した場合には、同条３項によって懲役を課

せられるとともに、刑事訴訟法２３１条によってむち打ち刑に処せられ得る。

むち打ち刑を課すことが適切でない場合には、罰金を課すことになる。 

 さらに、同法１５条１項は、許可された期間を超えてシンガポールに滞在す

ることはできないと規定しており、合理的な理由なく滞在している場合には、

刑罰を課せられることになる。具体的には、不法滞在が９０日以下の場合には、

罰金あるいは懲役、またはその双方を課せられる一方で、９０日を越える場合

には、懲役に加えて、刑事訴訟法２３１条によってむち打ち刑が追加され、む

ち打ち刑を課すことが適切でない場合には、罰金を課すことになる。 

 そして、使用者・事業主に対しては、入管法５７条１項（e）に基づき、有効
な入国許可を得ていない違法入国者、有効な入国許可の取消あるいは期間徒過

後にシンガポールに不法滞在する者、あるいは、入管法・同規則に違反した者

を「雇用」する場合に、刑罰が課せられることになる。留意すべき点は、入管

法における「雇用」には、既述した外国人雇用法の「雇用」とは異なり、「訓練」

が含まれないことである。したがって、例えば、シンガポールで雇用訓練ある

いは労働訓練許可を得ていない労働者を、訓練生として就労させた場合には、

外国人雇用法上の刑事責任のみ課せられることになる。 

 使用者・事業主に対する刑罰は、入管法５７条１項(ii)において、代表者の懲
役と罰金双方が課せられることになっている。さらに、同条１Ａ項では、入管

法・入管規則に違反する者を６名以上雇用した使用者・事業主は、刑事訴訟法

２３１条によってむち打ち刑も課せられることになる。もっとも、同条１Ｂ項

によって、むち打ち刑を課すことが適切でない場合には、１万シンガポール以

下の罰金を課すことになるし、法人の場合には、同条２Ａ項によって、懲役あ

るいはむち打ち刑を、２０万シンガポールドル以下の罰金に代えることができ

る。 

(C) 占有者に対する推定規定 
 入管法５７条８項によって、入管法・入管規則に違反する者が発見された場

合に、その発見された場所を「占有」する者は、反対の立証がなされない限り、

そのような者が入管法・入管規則に違反することを知りつつ、当該労働者を「雇

用」していたと推定されることになる。この「占有」は、既述した外国人雇用

法における「占有」と同じ概念である。なお、発見された場所が、居住目的の

みで利用される場所である場合には、この限りではない。 

 さらに、入管法５７条９項によれば、入国許可の有効性を確認すべき適切な



 36

注意を払ったと立証できない限りは、上記推定に対する抗弁が成立しないとさ

れている。そして、適切な注意を払ったといえる場合とは、当該労働者の入国

許可原本を検証した場合、パスポート記載項目が入国許可記載事項と整合して

いるかどうか確かめるために入国許可原本を検証した場合、あるいは、訪問許

可を有する労働者に関しては、その労働者が外国人雇用法所定の就労許可を有

しているか、就労許可管理官による同意があることについて、信じるに足りる

合理的な理由を有している場合、とされる。 

 以上に加えて、建築現場の元請け事業者の責任に関する特別な規定は、外国

人雇用法の規定と同じ内容となっている。 

(D) 所得税について  
 ところで、便宜的ではあるが、ここで、外国人労働者の所得税に関する、使

用者・事業主に対する特別な法規整について説明する。それは、所得税法６８

条１２項に基づくものであり、使用者・事業主が、シンガポール国民でない者

との雇用を終了させるか、終了させようとする場合であって、その者が所得税

納付義務がある場合には、所得税管理官に対してその旨を通知する必要がある、

というものである。そして、同条５項・７項によって、納付すべき所得税が残

っている場合には、使用者・事業主は、所得税管理官の通知を受け取ってから

３０日の期間までは、当該所得税分の金額を支払ってはならないとされ、これ

に違反した場合には刑罰を課される。このように、税金を支払わないで帰国す

る労働者に対する対策を所得税法において行っているのである。 
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おわりに 
 
 現在のわが国では、外国人労働者の受け入れは高度人材に限られており、単

純労働者の受け入れは認められていない 
一方、日本は急速に進む少子高齢化が問題になっており、今後２０～３０年

の間に労働人口は大きく減り、高齢人口は大きく増え、さらに日本は高齢化社

会が進む事となる。その対策として、出生率の向上、高齢者や女性の雇用増加、

外国人労働力の活用などにより、日本経済の活力を維持しよう検討されている。

特に産業界の外国人受け入れに対するニーズは大きい。 
外国人研修制度・技能実習制度や日系人が集まる集住都市では様々な問題が

表面化されているが、法制度の整備をしつつ、単純労働者の受け入れを再度検

討する時期に来ているのかもしれない。 
日本で単純労働者を受け入れ際には、韓国、台湾、シンガポールが参考にな

り、比較分析する際の視点としては、以下の 4点が考えられる。第 1は、legalism
と行政裁量との関係である。韓国は、両者とも中くらいである。台湾は、前者

が弱く後者が強い。シンガポールは、前者が強く後者は中くらいである。第 2
は、入国管理と就労許可との関係である。韓国は、両者を分離した。台湾は、

両者の関係があいまいである。シンガポールでは、両者が連結している。第 3
は、外国人受け入れ政策による経済変動への対応である。シンガポールは、就

労許可管理官の裁量が広いので対応が早い。台湾は、中くらいである。韓国は、

対応が遅い。第 4 は、外国人の社会統合の問題である。韓国は、社会統合を指
向しており、NPOによる活動も行われている。台湾では、社会統合は指向され
ていないが、分離も成功していない。シンガポールでは、分離が成功している

が、これは人権侵害的な側面がある。上記比較を踏まえた、わが国への示唆と

しては、シンガポールの各種法的装置は、わが国にとっても参考になる。 
また、韓国のような雇用主を法規制の対象としている雇用許可制度にするの

か、台湾やシンガポールのような労働者を法規制の対象としている労働許可制

度のどちらにするかよく検討するべきであろう。韓国の雇用許可制度は概ね成

功しているように見えるが、滞在期間が最長３年であるため、導入３年経過し

た今後の動きは注視する必要がある。特に雇用許可制度により入国した外国人

が不法滞在につながるかどうかは注視する必要がある。ちなみに、わが国でも

１９８０年代に雇用許可制度の導入が検討されたが、外国人労働者政策の基本

方針が「高技能労働者は受け入れるが、単純労働者は受け入れない」と規定さ

れ、入管法が改正されたために、雇用許可制度構想は将来に向けた検討事項と

なり、十分な議論は行われなかった。 
さらに、滞在期間をどうするのか。長期滞在を前提とするのか、短期滞在を

前提とするのか。これは不法滞在にも影響してくる。雇用主、労働者共に長期

滞在を希望しており、韓国は無制限の再雇用制度、台湾は２回延長で最長９年

と実質長期滞在前提の制度となっている。不法滞在の大半がオーバーステイで
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あり、韓国は不法滞在を合法化して不法滞在者の減少に務めているが、まだ効

果は限定的であり、台湾でも不法滞在者へ移行するケースは多い。入国審査を

含めて不法滞在を作らない仕組みをよく検討する必要があるだろう。 
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